
平成24年３月橋本市議会定例会会議録（第２号）その８ 

平成24年３月５日（月） 

                                           

○議長（井上勝彦君）順番７、12番 清水君。 

〔12番（清水信弘君）登壇〕 

○12番（清水信弘君）意外に早い展開で驚い

ております。憲法問題から入らせていただき

たいと思います。 

 １票の格差が衆議院解散総選挙のかせの一

つになっているようであります。この格差は

憲法違反であるとか。国民はほぼ全員、その

憲法違反については、いささかの痛痒も感じ

るものではないと思います。 

 先ほどちょっとマラソンの話が出ましたけ

れども、２月11日、所用で大阪、東京を日帰

りいたしました。両都市のエスカレーターに

乗ってまごついてしまいました。行きはああ

そうだったのかと思った程度が、この距離を

日帰りすると、帰りに新大阪駅で腹が立ちま

した。大阪、東京でエスカレーターに乗って

歩く人、静止する人の立ち位置が違うことに

対してであります。すなわち、大阪では静止

する人は右に立ち、左を急ぐ人のためにあけ

ておきます。東京はその反対と、全く逆の状

態になっています。 

 西と東、どの都市あたりでそのように分か

れるのかと、少しの興味でいくつかの新幹線

停車駅について調べました。名古屋駅は東京

式、そうすると京都・大阪以西が大阪式かと

念のため博多を調べました。東京式でした。

また、その考えにいたく納得した駅もござい

ました。米原駅でございます。いわくに、そ

んなことを決めねばならないほど客は多くな

い。なるほど。 

 しかし、日本の国際的二大都市がこれでは、

日本人はもとより、今まで全世界幾億の人間

がまごつき、これからもその状態では、トッ

プリーダーが特に１年を経ずして毎年変わる

日本の国際間の不信嘲笑と同様のものが、ま

すます大きくなるのではと懸念いたします。

この状態を統一するには、日本国民１億でま

ごつく現政権では荷が重すぎます。大阪これ

新たなりの会に期待したいと思います。 

 ちなみにエスカレーターの安全基準は、ス

テップ上に立ちどまって利用することが前提

とされております。マナーとして、「エスカレ

ーターは歩かないようにしましょう」という

運動があります。 

 １番、市民要望に対する工事等の優先順位

の基準はどのように決定されるのですか、を

質問いたします。 

 ①建設部における市民よりの要望件数、ま

たその金額を示してください。 

 ②上下水道部における課題、石綿管の取り

替えについての重要度認識を示してください。

また、市上水道の及ばない地域数、人数を示

してください。その地域よりの水道、水道以

外のその他についての要望としては、どのよ

うなものがありますか。 

 ③これら①、②を踏まえて、恋野地区の開

発についてお伺いします。消費税税率アップ

は必要不可欠というのは、保守政党において

今や常識となりました。なのに、それらの党

においてさえ、今はそのときでないという議

論があります。ならば、いつがそのときなの

かとの論には、まず景気と、この繰り返しの

ように思えます。私どものような小さな商売

の税務収支は、消費税がアップされるといき

なり苦しくなると思いますが、増税マニアの

課税夫の野田さんの勇気だけにはエールを送

りたいと思います。 

 さて、この開発について、この消費税論議

に近いものがあるような気がいたします。こ
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の土地の利用について、橋本市民に夢を与え

るこの未来計画、長期計画にエールを送るべ

く、議会は12月議会において保安林の解除等

に対する補正予算を承認いたしました。答弁

前ではありますが、橋本市の行政は①、②で

得られるであろう答弁のごとくに、全国ほと

んどの自治体同様、もちろんほめられたもの

ではないものでしょう。財政状況からいたし

方なしということでもあります。この①、②

を置き去りにして、この開発は何だという議

論、今はその時期かという議論は当然ではな

いでしょうか。 

 ２．小田井用水路の多目的利用について。 

 ①小田、向島、名倉、大野の旧高野口町全

域を東西にわたって二分する小田井水路は、

かつて開渠の用水路で、子どもの時分は夏の

通水期には流れるプールであったし、通水停

止時は水深の浅い全域で紀の川の魚がとれる

楽しい場所でもありました。 

 老朽化の激しいこの水路を、国営施設整備

事業により用水・排水を分離した水路として

全面改修するため、平成元年６月12日に、小

田井土地改良区は用水路の上部利用者に対し、

契約規定にのっとり使用許可を取り消し、平

成２年３月末日までに構築物その他の取り除

きを要請しています。その後について、旧高

野口町、小田井土地改良区、農林水産省が協

調し、その上部利用が検討されてきました。 

 医学に思いをいたします。質問①、②は西

洋医学の主流となっている、とにかく今、痛

みを除こう、病巣をたたこうという、いわゆ

る対症療法。漢方医学は体全体を良くするこ

とによって現病気の症状を改善していこうと

するものであると、漢方薬の先生に伺ったこ

とがございました。 

 徳川吉宗の命を受けた大畑才蔵が、いわゆ

る小田地区から岩出までの36㎞を宝永４年、

1707年に完成させた和歌山県を代表するこの

水路は、用・排水路として転用されてきたた

め、通水時には高野口市街地の排水が機能さ

れず、例えばわずかな夕立でも民家が浸水し、

用水、排水を分離することが高野口町積年の

行政課題となっていました。そこにこの国営

施設整備事業であり、旧高野口町は用水路、

排水路、通路という施設整備を兼ねた行政上

の重要な事業と位置付け、用水路上部の利用

者の立ち退きに対しては、松本町長、助役を

はじめ町関係者が一丸となって取り組んでき

た経緯があります。そのことは、合併後の橋

本市にも明確に引き継がれているものであり

ます。 

 恋野に橋本市の夢を乗せ、橋本市全体を活

性化、それによって①、②を楽々完遂すると

いうことも考えないわけではありません。恋

野地区の開発は、橋本市について漢方医学と

いうに近いものではないかと、私の認識はか

ようなものもあります。 

 しかしながら、この事業着手への手法にい

ささか疑問があり、当初計画の埋立量がいき

なり10分の１に変更になるなど、議会の追及

は、当局に計画に対し慎重さを増させたと思

うとともに、計画への不安感も増しました。 

 既成の事実を積み重ね、やらにゃしゃあな

いというようなことのないよう、保安林解除

に至る数年間に、議会と市民とともに十分な

議論を要するものであることが示されたこと

になりました。橋本市の三大課題が四大課題

にならぬよう、橋本市の現状を考え、中止す

るという勇気にもまたエールです。市当局の

この開発への展望を伺っておきたく思います。 

 しかるに、旧高野口町時代、関係者の努力

の結果、浸水対策は施されたものの、水路の

一部は仮施工のまま、通路としても突然行く

手がふさがれ、用をなしていません。合併後

の当局において、かような状態のまま一向に

事態の進捗を見ないのは、一体いかなる事由
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によるものなのでしょうか。具体的に事象を

挙げてください。 

 ②現場主義を標榜なさる市長には、ぜひ現

場を訪れていただきたいが。 

 ③当局は、この水路改修の早期完成と上部

利用について、区長、たくさんの自治会長か

ら、一昨年６月、陳情書が出されていること

はご承知のはず。この事態に対し、きょうま

でどう対処されてきたのか。また、どう回答

されるのか。 

 ④当局はこの事業に感じ、潔く立ち退いた

方々の意見を直接聞いたことはありますか。 

 ⑤この用水路全線が開かれた場合の上部利

用についてお示しください。 

 ⑥この国営事業が打ち切りになる時限はい

つですか。 

 以上、壇上より終わります。 

○議長（井上勝彦君）12番 清水君の一般質

問に対する答弁を求めます。 

 建設部長。 

〔建設部長（松浦広之君）登壇〕 

○建設部長（松浦広之君）市民要望に対する

工事等の優先順位の基準及び要望件数、金額

のうち、建設部に関するものについてお答え

します。 

 道路修繕及び拡幅・改良、舗装、公共排水

路等につきましては、毎年件数にして150程度、

事業費にして約１億5,000万円程度の要望を

各地区からいただいています。 

 各地区の諸事情を含め、地元区長さんとご

相談しながら進めさせていただいていますが、

緊急対応が必要な場合を除き、要望をいただ

いた箇所について、まず実地調査し、必要性

などを考慮した上で、財政状況も踏まえなが

ら施工箇所の優先順位等を検討し、施工して

います。 

 次に、要望件数、金額についてですが、平

成18年からの６年間で約920件の要望をいた

だき、そのうち、未処理の要望箇所が約530

件、概算事業費で約９億円となっています。 

○議長（井上勝彦君）上下水道部長。 

〔上下水道部長（鈴江利夫君）登壇〕 

○上下水道部長（鈴江利夫君）続いて、②点

目の、水道の石綿セメント管などの課題につ

いてのおただしにお答えをいたします。 

 まずは、水道の課題であります石綿セメン

ト管の布設替えは平成17年度から着手し、最

優先課題ととらまえ、平成26年度を目標に解

消を図るべく計画的に布設替えを行っていま

す。石綿セメント管は水道普及時代において、

施工性が良く、安価であったことなどから、

昭和30年代から40年代を中心に水道管として

多く使用されてきました。しかし、石綿セメ

ント管は経年劣化が早く、強度が低下して他

の管種より漏水の大きな原因となっています。

漏水防止や水道管耐震化の観点から、今後と

も計画的な布設替えを進めてまいります。 

 次に、市上水道の及ばない地域数などのお

ただしについてでございますが、その地域数

及び人数につきましては、須河地区、北宿地

区、南宿地区の３地区で、その該当人数は、

平成24年１月31日現在の住民基本台帳登録数

では、28世帯47人となっています。 

 なお、その地区の現状についてご説明いた

します。まずは、須河地区におきましては、

共同で設置した給水施設があります。高低差

のある地形のため、南側の高台地区10世帯と

北側の10世帯を、おのおのの施設で給水を行

っています。南側の地域の施設は、谷川に設

置した打ち込み井戸を水源として、自然流下

でコンクリート製の水槽に貯水した水を各戸

へ給水しています。また、北側の地域の施設

は、谷川に硬質塩化ビニル管を埋設し、取水

した水を川津ポンプ経由で高台にある樹脂製

の水槽に貯水した水を各戸へ給水しています。 

 また、北宿地区の４世帯、南宿地区の４世
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帯におきましては、各地区、谷水などを取水

し、自然流下で水槽に貯水した水を各戸へ給

水しています。 

 次に、これらの地域よりの水道施設整備に

ついての要望でありますが、特に聞き及んで

おりません。 

 以上です。 

○議長（井上勝彦君）経済部長。 

〔経済部長（岡松克行君）登壇〕 

○経済部長（岡松克行君）はじめに、１点目

の恋野地区の開発についてお答えします。 

 平成20年３月に策定した橋本市の長期総合

基本計画では、恋野地区周辺地区は環境調和

型産業拠点として位置付けられ、周辺環境と

調和した企業の誘致に努めることとなってい

ます。この計画に基づき、具体的な土地利用

の調査研究を行うため、平成21年10月に橋本

市土地利用調査研究委員会を立ち上げ、平成

23年３月に土地利用活用の方向性について答

申をいただきました。今後は答申も踏まえ、

具体的な計画策定の中で、農商工連携による

農山村活性化等に貢献する事業を推進してい

きたいと考えています。 

 続きまして、２点目の小田井用水路の多目

的利用についてお答えします。 

 小田井用水路工事の進捗を見ない理由につ

いてですが、現在の工事は農林水産省が事業

主体となり「国営大和紀伊平野農業水利事業」

として、近畿農政局紀伊平野農業水利事業建

設所が施工中の工事です。事業の進捗は高野

口町大野地内では、嵯峨谷側樋門から東側方

面に約40ｍ間、工事施工中です。未施工区間

は約108ｍであり、農林水産省用地である小田

井用水路敷地と民地の境界が確定していない

ことが大きな原因です。 

 また、高野口町名倉地内において、小田井

用水路上を占用している建物の撤去について

の交渉を、小田井土地改良区とともに本市も

占用者に当たっていますが、合意に至ってい

ないことが工事未着手の原因となっています。

この未施工区間は約50ｍです。 

 次に、「現場主義を標榜なさる市長には現場

を訪れていただきたい。」という質問について

ですが、小田井用水路全体約2.5㎞の中で、現

在、上部を市道及びせせらぎ公園として利用

している箇所、また占用者との合意に至らず

工事着工できない箇所について、市長は数回

現地視察を行っています。 

 次に、「当局はこの水路改修の早期完成と上

部利用についての地元陳情書を見られて、こ

の事態に対し、きょうまでどう対処されてき

たのか、また、どう回答されるのか。」とのご

質問ですが、本年度から農林水産省において

大野地区で再度工事に着工しています。先ほ

ども答弁をいたしましたが、事業の進捗が図

れなかった要因は、民地との境界の関係、占

用物件の建物撤去交渉等が難航したことによ

ります。現在、農林水産省・小田井用水土地

改良区・橋本市が連携をとりながら、小田井

用水路改修の早期完成に向けての協議を進め

ているところです。 

 次に、「当局はこの事態に感じ、潔く立ち退

いた方々の意見を直接聞いたことはあります

か。」とのご質問ですが、直接聞いたことはあ

りませんが、この事業促進を図り、できるだ

け早く完成すべきと考えます。 

 次に、小田井用水路が全線開かれた場合の

上部利用についてですが、現在、延長2,250

ｍが完成し、せせらぎ公園として450ｍ、市道

として1,800ｍを利用しています。今後、名倉

地内の残区間の工事施工に合わせ、地元意見

を聞きながら、歩行者用道路等として利用で

きるように調整し、進めてまいります。 

 次に、国営事業の打ち切りになる時限につ

いてのご質問ですが、農林水産省担当者に確

認をしたところ、現計画では平成25年度完了
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となっています。しかし、現在の状況から、

若干延長されて平成28年度完了する見込みと

聞いております。 

○議長（井上勝彦君）12番 清水君、再質問

ありますか。 

 12番 清水君。 

○12番（清水信弘君）大きな１番について、

だいたい言いたいことを皆言ったので、議会

とともに歩んでいただきたいと思います。 

 ２番についてですけれども、今やっている

ということですけれども、もちろんそれは存

じております。この質問、通告になかったの

で控えたいと思いますけれども、高野口で私

が議員になって１期目のときに、今の2,250

ｍが大方完成したと思うんですよ。今とにか

く50ｍがネックになっていると思うんです。

10年ぐらいの間、何も手つかずだったという

ことには、私は、これはちょっとどの辺が悪

いのか、もう通告にないのでやめておきます

けれども、また後で教えてください。いけま

すか。じゃあお願いします。 

○議長（井上勝彦君）経済部長。 

○経済部長（岡松克行君）ただ今のご質問で

ございますけども、名倉地内の約50ｍ残工事

という解釈でご説明をさせていただきたいと

思います。 

 その中で、年数において、長年におきまし

て地元との占用者との交渉ができていない中

で、１軒につきましては、その中で平成16年、

このときに今の占用者と一時概ね合意できて

いた経過がございます。その中で、その占用

者につきましては、その北側にあるもう一つ

の占用者、その時点につきましては１軒のパ

チンコ屋がございました。その中で18年から

21年の秋頃まで、いろいろ交渉をしていく中

で合意することができました。それで22年の

２月に撤去が完了いたしましたが、その時点

で、先にＯさんから言われたＫさんへの、パ

チンコ屋への交渉へ行ってほしいとの話がご

ざいまして、その間は交渉を中断した経過が

ございます。その後、平成24年２月10日から

交渉を持って、現在は交渉中であります。 

 以上でございます。 

○議長（井上勝彦君）12番 清水君。 

○12番（清水信弘君）そうですか。その間、

10年かかったわけで、10年近くかかったわけ

で、できるだけ努力いたしていただきたいと

思います。 

 ３番に移りたいと思いますけれども、この

陳情書に対して回答はなされてないんですね。

今答弁いただいたことを回答なさるんですか。

この、現答弁をもって回答にかえますという

ことになるんかな。ちゃんと、たくさんの方

の署名があったような気がするんですけれど

も、ちゃんとした回答をなさるおつもりです

か。それをお伺いします。 

○議長（井上勝彦君）経済部長。 

○経済部長（岡松克行君）その前に、先ほど

のご答弁で、ちょっと不適切で、固有名詞を

ＯとＫと表現させていただきました。その中

で、ОとＫという形の中で、仮名でよろしく

お願いしたいと思います。 

 それと先ほど、陳情された方につきまして、

どう返事を返していくかというご説明でござ

いますけども、今のところ、今回のこの答弁、

随時来ていただいておりますので、交渉して

いただいておるという結果も、地元の区長さ

んの中ではわかっていただいているところが

多々ございます。その中で、今回のこの答弁

でかえさせていただきたいと思いますので、

ご理解をよろしくお願いします。 

○議長（井上勝彦君）先ほどの固有名詞はО

とＫでよろしいですか。 

○経済部長（岡松克行君）そしたらすいませ

ん、固有名詞についてはОとＫという仮称の

中で、よろしくお願いさせていただきたいと
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思います。 

○議長（井上勝彦君）12番 清水君。 

○12番（清水信弘君）了解いたしました。 

 この国営事業が打ち切りになる時期につい

てなんですけれども、このままの状態でいっ

たら、25年度にはこれはできなかったんです

よね。これは言葉のあやはありますけども、

取り消してくださいと私も言わんなんかもわ

からんですけれども、東北大震災によって、

お金がそっちへ行くもんでなったということ

ですよね。それではないんですか。ちょっと

聞かせていただきたいと思います。 

○議長（井上勝彦君）経済部長。 

○経済部長（岡松克行君）この現計画では25

年度完了となっておる中で、今の進捗状況の

中で、国営事業として打ち切り期限につきま

しては、農林水産省が25年に完了と予定をし

ておりましたが、進捗状況の中で農林水産省

のほうから平成28年度までは完了するという

答えを担当者からいただいております。 

 今ご指摘の、東北のほうの大震災等という

形の中では、私の知っている範囲ではないか

と思います。 

 以上でございます。 

○議長（井上勝彦君）12番 清水君。 

○12番（清水信弘君）28年度に万一完成しな

かった場合には、以後、予算は全くつかない

ということで理解させてもらってよろしいん

ですか。国のですよ。 

○議長（井上勝彦君）経済部長。 

○経済部長（岡松克行君）今現在把握させて

いただいておりますのは、現在の状況から鑑

みますと平成28年度完了するという形の中で

事業を推進しております。その後については、

ちょっと今、この場でのご答弁は控えさせて

いただきたいと思います。 

○議長（井上勝彦君）12番 清水君。 

○12番（清水信弘君）この事業に、おおそう

だと言って潔く立ち退かれた方がいるんです。

数千万円かけて建てた工場を、数百万かけて

退かれた方もおるんですよ。そういった方の

気概というんかな、そういうこともぜひ聞い

ていただきたいと思うんですけれども、副市

長にちょっとお聞きしたいんだけど、話を聞

かれる気はありますか。もしあれだったら、

ご案内させてもらいますけど。 

○議長（井上勝彦君）副市長。 

○副市長（清原雅代君）話を聞く聞かないに

かかわらず、高野口のほうから、その事業に

ついては計画を引き継いでおりますので、ど

ういうふうな形でしていくかというのは、今

後橋本市としても、市民の方たちといろんな

ご意見をいただきながら取り組んでいかなけ

ればいけない事業というふうに思います。 

 このせせらぎ公園に関しましては、私もそ

この完成形のところも歩いたことがあるんで

すけれども、何というか名前も道も、最初の

印象というのは非常に感じのいい公園だなと

いうふうに実際のところ受けました。その後、

その利用状況とか、そういったことを聞く中

で、それと同じものを、今まだ未完成の部分

ですか、そこをつくっていくという高野口で

の計画につきましては、何というか、県道を

渡るような感じになりますし、しかも、国道

への信号のある、すぐのところを横切るとい

うか渡るようなことになるので、そこを通し

ていくというのは非常にちょっと危険という

か、安全面でもちょっと同じようなものをつ

くるというのは、よっぽど考えていかないと

いけないなということを、その当時感じたこ

とがございます。 

 今後は地元の方ともどのようなものにして

いくかというのを、ちょうど国道には、あの

部分は歩道もありませんし、歩行者専用にす

るのか、あるいは車を通る道にするのか、い

ろんな形があろうかと思いますけれども、そ
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こは地元の立ち退いていただいた方々の思い

も含めまして、今後、市としていろいろと取

り組んでまいりたいと、このように思います。 

 この際、３時45分まで休憩いたします。 

（午後３時27分 休憩） 

      

○議長（井上勝彦君）12番 清水君。 

○12番（清水信弘君）最後に、市長には大変

失礼な質問になったかと思うんですけれども、

現場に行かれて、途中、急にもう通れなくな

ってるんですよね。さくがあったり。そのこ

とを見られて市長はどう思われたか。また、

職員に対するはっぱ等を含めて、ご答弁いた

だけたらと思うんですけれども。 

○議長（井上勝彦君）市長。 

○市長（木下善之君）私も嵯峨谷の東のとこ

ろと、そして清水さんの事務所から声かかる

名倉の場所50ｍの、あそこへも座敷へ上がら

せてもうたことあるんです。何回も。それは

言わんでもわかると思うんですが。これは私、

一つお願いしたいのは、やはり職員や、この

間も小田井の土地改良区の西林理事長さんと

職員とも見えました。来てくれまして話し合

いしておるんですけども、やはり清水議員が

自ら、やっぱりざーっと先行して、用地の、

難しいんだな。これをやっぱりやってもらう

以外にないと思います。職員も当然ですよ。

私ももう38年やってますけどね。それは、こ

ない言うて、まあやめておくわ。相当な用地

の解決は、それはこのバイパス、皆ずっとこ

れ、私らも微力、微力やでやってました。そ

れはやっぱり声かけたら近いんやから、ひと

つ清水さんにお願いをよろしくお願いします。 

○議長（井上勝彦君）12番 清水君。 

○12番（清水信弘君）問題になる前に、私の

力の及ばない、自分からやってたので、これ

から市長、頑張るので、ひとつよろしくお願

いいたします。 

 終わります。 

○議長（井上勝彦君）これをもって、12番 清

水君の一般質問は終わりました。 
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